
 

平成３１年第１回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

 

議第１７号 別府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に

ついて 

議第１８号 べっぷ未来共創基金条例の制定について 

議第１９号 別府市観光みらい創造基金条例の制定について 

議第２０号 別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第２１号 別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第２２号 別府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

議第２３号 別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部改正について 

議第２４号 別府市部落差別等をなくし人権を擁護する条例の一部改正について 

議第２５号 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第２６号 別府市布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格

に関する条例の一部改正について 

議第２７号 市有地の貸付けについて 

議第２８号 市有地の貸付けについて 

議第２９号 市有地の貸付けについて 

議第３０号 市有地の貸付けについて 

議第３１号 市有地の貸付けについて 

議第３２号 市有地の貸付けについて 

議第３３号 旧慣による公有財産についての権利を廃止することについて 

議第３４号 旧慣による公有財産についての権利を廃止することについて 

議第３５号 市道路線の認定及び廃止について 
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議第１７号  

   別府市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に 

ついて 

１ 趣旨 

  地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第４項の規定により条

例で定める失職の特例を適用する場合の職員の事由を見直すことに伴い、条例

を改正します。  

２ 議案の内容  

  第５条第１項を次のように改めます。  

第５条 任命権者は、法第１６条第２号の規定に該当するに至った職員のうち、

禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失に

よるものであり、かつ、その事実が公務遂行中又は通勤の途中に生じたもの

である場合にはその罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予され

た者については、情状により特に職を失わないものとすることができる。  

３ 施行期日 平成３１年４月１日 

４ 担当課 総務部職員課  

 

議第１８号  

   べっぷ未来共創基金条例の制定について  

１ 趣旨 

  べっぷ未来共創戦略における「まち・ひと・しごと創生」に関する施策の財

源を確保するため、べっぷ未来共創基金を設置します。 

２ 議案の内容  

 (1) 第１条にべっぷ未来共創基金の設置を規定し、第２条以下に積立て、管理、

運用益金の処理、繰替運用、処分及び委任を規定します。  

 (2) 別府市ＯＮＳＥＮツーリズム推進基金条例（平成１８年別府市条例第３３

号）を廃止し、廃止前の同条例の規定により積み立てられている基金は、べ

っぷ未来共創基金条例の規定による基金とみなします。（附則第２項、第３項） 

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 企画部財政課  

 

議第１９号  

   別府市観光みらい創造基金条例の制定について  

１ 趣旨 
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  本市の観光施策を進化させ、「もうかる別府」・「かせげる別府」を実現するた

め、入湯税の超過課税分を財源とする別府市観光みらい創造基金を設置します。 

２ 議案の内容  

  第１条に別府市観光みらい創造基金の設置を規定し、第２条以下に積立て、

管理、運用益金の処理、繰替運用、処分及び委任を規定します。  

３ 施行期日 平成３１年４月１日  

４ 担当課 企画部財政課  

 

議第２０号  

   別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  朝日小学校湯山分校を廃止することに伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  別表第１から朝日小湯山分校の項を削ります。 

３ 施行期日 平成３１年４月１日 

４ 担当課 教育委員会教育政策課  

 

議第２１号 

   別府市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  野口原総合運動場陸上競技場トラック部分の使用料を改定することに伴い、

条例を改正します。  

２ 議案の内容  

  陸上競技場トラック部分の使用料を次のように改定します。  

現 行 改正案  

一般専用 1 回 1 時間につき 475 円 一般専用 1 回 1 時間につき 1,080 円 

高校生専

用 

1 回 1 時間につき 291 円 小 学 生 ･

中 学 生 ･

高校生専

用 

1 回 1 時間につき 540 円 

小 ･ 中 学

生専用 

1 回 1 時間につき 162 円 

一般個人 1 回につき 64 円 一般個人 1 回につき 108 円 

1 箇月使用券 1,296 円 1 箇月使用券 2,160 円 
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高校生個

人 

1 回につき 43 円 小 学 生 ･

中 学 生 ･

高校生個

人 

1 回につき 54 円 

1 箇月使用券 864 円 

小 ･ 中 学

生個人 

1 回につき 10 円 1 箇月使用券 1,080 円 

1 箇月使用券 216 円 

３ 施行期日 平成３１年４月１日  

４ 担当課 教育委員会スポーツ健康課  

 

議第２２号  

   別府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）及び災害弔慰

金の支給等に関する法律施行令（昭和４８年政令第３７４号）の一部が改正さ

れ、災害援護資金の貸付利率は年３パーセント以内で条例で定める率に改めら

れ、保証人の規定が削られたこと等に伴い、条例を改正します。  

２ 議案の内容  

 (1) 目次を付します。  

 (2) 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができ

るとします。（第１４条関係）  

 (3) 災害援護資金の貸付利率を次のように改めます。（第１４条関係）  

現 行 改正案 

据置期間中は無利子  

据置期間経過後は年３％ 

保証人あり  保証人なし  

無利子  
据置期間中は無利子 

据置期間経過後は年１％ 

 (4) 災害援護資金の償還方法に、年賦償還及び半年賦償還のほか、月賦償還を

追加します。（第１５条関係）  

３ 施行期日 平成３１年４月１日 

４ 担当課 福祉保健部福祉政策課  

 

議第２３号  

   別府市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  保険医療機関等に指定訪問看護事業者が含まれることを明記すること等に伴

い、条例を改正します。  
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２ 議案の内容  

 (1) 保険医療機関等の定義を、「医療保険各法に定める保険医療機関、保険薬

局、指定訪問看護事業者その他医療保険各法に基づき被保険者に対し保険給

付の対象となる医療等を提供するものとして認められた医療機関等」としま

す。（第２条関係）  

 (2) その他字句の整理を行います。（第２条、第５条関係）  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 福祉保健部障害福祉課  

 

議第２４号  

   別府市部落差別等をなくし人権を擁護する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  部落差別の解消の推進に関する法律（平成２８年法律第１０９号）が制定さ

れたこと及び現在もなお部落差別が存在し、これを解消することが重要な課題

であることに鑑み、条例を改正します。 

２ 議案の内容  

 (1) 条例の題名を「別府市部落差別等の解消を推進し人権を擁護する条例」に

改めます。  

 (2) 目的に「日本憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律（平成２８年法

律第１０９号）を始めとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、

部落差別の解消を推進すること」を明記します。（第１条関係）  

 (3) 市の責務に、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、国、県及び他の市町

村との連携を図ることを定めます。（第２条関係）  

 (4) 部落差別を始めあらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制

の充実に努めることを定めます。（新第４条関係）  

 (5) その他字句の整理をします。（新第５条関係）  

３ 施行期日 公布の日  

４ 担当課 生活環境部人権同和教育啓発課  

 

議第２５号 

   別府市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について  

１ 趣旨 

  老朽化により解体する市営朝日原住宅Ａを廃止することに伴い、条例を改正

します。 
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２ 議案の内容  

  別表から市営朝日原住宅Ａの項を削ります。  

３ 施行期日 平成３１年４月１日  

４ 担当課 建設部建築指導課  

 

議第２６号 

   別府市布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関

する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  水道法（昭和３２年法律第１７７号）の規定に基づき条例を定めるに当たり

参酌すべき資格を定める水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）の一

部が改正され、布設工事監督者の資格要件が見直されたことに伴い、条例を改

正します。  

２ 議案の内容  

  第４条第８号を次のように改めます。  

  (8) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次

試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用

水道又は水道環境を選択した者に限る。）であって、１年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有するもの  

３ 施行期日 平成３１年４月１日  

４ 担当課 水道局管理課  

 

議第２７号～議第３２号 

   市有地の貸付けについて 

１ 趣旨 

  市有地を貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求めます。  

２ 議案の内容  

 (1) 市有地の所在及び貸付けの相手方  

議第 土地の所在  貸付けの相手方  

２７ 

別府市南的ケ浜町９７５番１６  

社会福祉法人天神福祉会  別府市南的ケ浜町９８１番１  

別府市南的ケ浜町９８１番３０  



6 

２８ 

別府市大字別府字野口原３０８８番３５ 

社会福祉法人栄光園  別府市上野口町３０８８番１０６ 

別府市上野口町３０８８番１７９ 

２９ 別府市青山町３０５８番１５ 社会福祉法人ソシネット  

３０ 

別府市石垣西二丁目５６８番 

学校法人別府大学  

別府市大字北石垣字横内１４９５番１  

別府市大字北石垣字横内１４９５番２  

別府市大字北石垣字横内１４９５番３  

別府市大字北石垣字横内１４９６番１  

別府市大字北石垣字横内１４９６番６  

３１ 
別府市大字鶴見字山王８７１番４ 

社会福祉法人青葉会  
別府市大字鶴見字山王８７６番１ 

３２ 別府市大字亀川字ツル１６６４番１ 学校法人溝部学園  

 (2) 貸付けの理由  

   民間保育施設用地として  

 (3) 貸付期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで  

 (4) 貸付料 

   無料 

３ 担当課 福祉保健部子育て支援課  

 

議第３３号・議第３４号 

   旧慣による公有財産についての権利を廃止することについて  

１ 趣旨 

  大分県が土砂等災害対策として実施する境川災害関連緊急砂防堰堤事業で対

象土地が用地買収されることに伴い、その旧慣を廃止することについて地方自

治法第２３８条の６第１項の規定により、議会の議決を求めます。 

２ 議案の内容  

 (1) 議第３３号  

  ア 対象土地 

所 在 地 地番 地目 実測面積 

別府市大字南立石字長谷川 ６番１ 保安林 １０，０５８．７１㎡ 
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  イ 旧慣を廃止するための事項  

    南立石財産管理委員会に対して、金３，４４０，０７７円を交付する。  

(2) 議第３４号  

  ア 対象土地 

所 在 地 地番 地目 実測面積 

別府市大字鶴見字大平 ４５５０番４ 保安林 ５，９３８．０６㎡ 

  イ 旧慣を廃止するための事項  

    扇山採草組合に対して、金２，０３０，８１６円を交付する。  

３ 担当課 経済産業部農林水産課  

 

議第３５号 

   市道路線の認定及び廃止について  

１ 趣旨 

  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規

定に基づき、市道路線を認定及び廃止することについて、議会の議決を求めま

す。 

２ 議案の内容  

  認定路線 原８号線ほか３０路線  

  廃止路線 亀川団地１号線ほか８路線 

３ 担当課 建設部道路河川課  

 


